
業務委託契約書（案）  

 

 

 

１ ． 委 託 業 務 名   沈 砂 、 し 渣 等 搬 出 処 理 処 分 業 務 委 託 （ 西 原 処 理 区 ）  

 

２ ． 履 行 場 所    西 原 浄 化 セ ン タ ー  

 

３ ． 履 行 期 間    自  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

至  令 和 ９ 年 ３ 月 31日  

 

４ ． 契 約 単 価     １ ｔ 当 り   金        円  

（ う ち 取 引 に 係 る 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額  金      円 ）  

 

５ ． 契 約 保 証 金    沖 縄 県 財 務 規 則 第 101 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 契 約 金  

         額 の 100 分 の 10 以 上 の 契 約 保 証 金 の 納 付 又 は 、 同 規 則  

第 102 条 に よ る 担 保 を 提 供 す る も の と す る 。  

た だ し 、 同 規 則 101 条 第 ２ 項 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と  

き は 、 免 除 す る 。  

 

 

上 記 委 託 業 務 に つ い て 、 委 託 者 と 受 託 者 と は 、 次 の 条 項 に よ っ て 委 託 契 約

を 締 結 し 、 信 義 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。  

 こ の 契 約 の 証 と し て 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 当 事 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自 １

通 を 保 有 す る 。  

 

 

令 和  年  月  日  

 

 

 

         委 託 者   住   所     宜 野 湾 市 伊 佐 三 丁 目 12番 １ 号  

                        氏   名     沖 縄 県 下 水 道 事 務 所      

                                     所  長           印  

 

 

 

             受 託 者     住   所  

                        氏   名  

 

 

 



（ 総 則 ）  

第 １ 条  受 託 者 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。 ） は 、 別 冊 仕 様 書 及 び 「 廃 棄 物 の 処 理

及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 」 （ 以 下 「 廃 掃 法 」 と い う 。 ） 等 関 係 法 令 に 基 づ き 、

頭 書 の 契 約 単 価 を も っ て 、 頭 書 の 委 託 業 務 （ 以 下 「 業 務 」 と い う 。 ） を 誠

実 に 履 行 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 「 仕 様 書 」 に 明 記 さ れ て い な い 仕 様 が あ る と き は 、 委 託 者 （ 以 下

「 甲 」 と い う 。 ） と 乙 が 協 議 し て 定 め る 。  

 

（ 業 務 の 内 容 等 ）  

第 ２ 条  廃 掃 法 施 行 令 第 ６ 条 の ２ 第 ４ 項 に よ り 、 甲 乙 が 業 務 の 内 容 等 に つ い

て 互 い に 確 認 し た の は 以 下 の 各 号 の と お り で あ る 。  

(1) 委 託 す る 産 業 廃 棄 物 の 種 類 及 び 数 量  

下 水 汚 泥 （ 沈 砂 、 し 渣 、 ス カ ム ）  予 定 数 量  90ｔ  

上 記 予 定 数 量 は 参 考 値 で あ り 、 業 務 数 量 を 確 約 す る も の で は な い 。

必 要 に 応 じ て 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ く 協 議 を 行 う こ と と す る 。  

(2) 本 業 務 の 内 容  

・ 下 水 汚 泥 の 収 集 運 搬  

運 搬 先    

・ 下 水 汚 泥 の 処 理 処 分  

処 理 施 設 の 所 在 地    

処 理 方 法        

(3) 本 業 務 に 関 連 す る 乙 が 有 す る 処 理 施 設 の 能 力  

● ● 施 設     ｔ ／ 日  

● ● 施 設     ｔ ／ 日  

(4) 廃 掃 法 第 14条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 に よ り 許 可 さ れ て い る 事 業 範 囲 の 内 、

本 業 務 に 関 連 す る も の  

・ 汚 泥 の 収 集 運 搬   

・ 汚 泥 の 中 間 処 理   

・ 汚 泥 の 最 終 処 分   

 (5) 乙 の 事 業 範 囲 を 証 す る も の と し て 、 許 可 書 の 写 し を 添 付 す る 。 な お 、  
許 可 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 乙 は 、 速 や か に そ の 旨 を 甲 に 通 知 す る

と と も に 、 変 更 後 の 許 可 証 の 写 し を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。  
 (6)  汚 泥 の 性 状 等 は 次 の と お り 。  
  ア  性 状 ： 固 形 （ 沈 砂 、 し 渣 ） 、 液 状 （ ス カ ム ）  
  イ  荷 姿 ： バ ラ  
  ウ  含 水 率 ： 約 80％ 以 上  
  エ  重 金 属 の 有 無 ： 有  
  オ  腐 敗 、 揮 発 等 性 状 の 変 化 ： 腐 敗 す る  
  カ  混 合 等 に よ り 生 ず る 支 障 ： 特 に な し  
 (7) 甲 は 、 委 託 契 約 期 間 中 、 前 号 に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 の 性 状 等 に 変 更 が

あ っ た 場 合 は 、 乙 に 対 し 、 速 や か に そ の 変 更 の 内 容 及 び 程 度 の 情 報 を 通

知 す る こ と と す る 。  
 (8) 乙 は 、 甲 か ら 委 託 さ れ た 業 務 が 終 了 し た 後 、 直 ち に 業 務 終 了 報 告 書 を



作 成 し 、 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 業 務 終 了 報 告 書 は 、 マ

ニ フ ェ ス ト を も っ て 代 え る こ と が で き る 。  
(9) 乙 は 、 甲 か ら 委 託 さ れ た 産 業 廃 棄 物 の 積 替 え を 行 っ て は な ら な い 。 ま

た 、 乙 は 、 甲 か ら 委 託 さ れ た 産 業 廃 棄 物 の 保 管 を 行 う 場 合 は 、 法 令 等

に 定 め る 保 管 基 準 を 遵 守 し 、 か つ 、 契 約 期 間 内 に 確 実 に 処 分 で き る 範

囲 で 行 う も の と す る 。  

 

（ 電 子 マ ニ フ ェ ス ト ）  

第 ３ 条  甲 及 び 乙 は 、 廃 掃 法 第 12条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組

織 使 用 事 業 者 が 使 用 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 （ 以 下 「 電 子 マ ニ フ ェ ス ト シ ス

テ ム 」 と い う 。 ） を 利 用 す る も の と す る 。 ま た 、 乙 は 、 電 子 マ ニ フ ェ ス ト

シ ス テ ム を 利 用 可 能 で あ る こ と を 証 す る も の と し て 、 公 益 財 団 法 人 日 本 産

業 廃 棄 物 処 理 振 興 セ ン タ ー の 発 行 す る 電 子 マ ニ フ ェ ス ト シ ス テ ム の 加 入 証

の 写 し を 甲 に 提 出 し 、 本 委 託 契 約 書 に 添 付 す る も の と す る 。   

加入者番号（加入区分：収集運搬業者）：         公開パスワード：        

加入者番号（加入区分：処分業者）：          公開パスワード：             

 

（ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 ）  

第 ４ 条  乙 は 、 こ の 契 約 に よ っ て 生 ず る 権 利 ま た は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、

承 継 さ せ 、 ま た は 担 保 の 目 的 に 供 す る こ と が で き な い 。  

 

（ 再 委 託 等 の 禁 止 ）  

第 ５ 条  乙 は 、 甲 か ら 委 託 さ れ た 産 業 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 ・ 処 分 業 務 を 他 人 に

委 託 し て は な ら な い 。 た だ し 、 契 約 期 間 中 に 収 集 運 搬 業 務 に あ っ て は 車 両

が 故 障 し た 場 合 等 、 処 分 業 務 に あ っ て は 施 設 の 故 障 等 真 に や む を 得 な い 理

由 に よ り 、 業 務 を 他 人 に 委 託 せ ざ る を 得 な い 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 乙 は 、

法 令 等 で 定 め る 再 委 託 基 準 に 従 い 、 あ ら か じ め 甲 か ら の 書 面 に よ る 承 諾 を

得 て 、 業 務 を 再 委 託 す る こ と が で き る 。  

 

（ 業 務 の 調 査 ）  

第 ６ 条  甲 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 乙 に 対 し て 業 務 の 状 況 に つ い て 調 査 し 、

報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

 

（ 業 務 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ７ 条  甲 は 、 必 要 が あ る 場 合 に は 、 業 務 の 内 容 を 変 更 し 、 若 し く は 一 時 中

止 あ る い は 打 ち 切 る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 契 約 単 価 を 変 更 す

る 必 要 が あ る と き は 、 甲 乙 協 議 し て 書 面 に よ り こ れ を 定 め る 。  

 

（ 第 三 者 に 及 ぼ し た 損 害 ）  

第 ８ 条  業 務 の 遂 行 に よ り 第 三 者 に 損 害 を 及 ぼ し た と き は 、 乙 の 負 担 に お い

て 賠 償 す る 。 た だ し 、 甲 の 責 に 帰 す る 事 由 に よ る 場 合 に お い て は 、 甲 の 負

担 と す る 。  

 



（ 秘 密 の 保 持 ）  

第 ９ 条  乙 は 、 契 約 の 履 行 に あ た り 知 り 得 た 秘 密 を 他 人 に 漏 ら し て は な ら い 。  

 

（ 従 業 員 の 確 保 ）  

第 10条  乙 は 、 い か な る 場 合 で も 作 業 に 必 要 な 従 業 員 を 確 保 し 、 業 務 に 支 障

を き た す こ と の な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 労 務 管 理 等 ）  

第 11条  乙 は 、 従 業 員 の 労 務 管 理 並 び に 安 全 衛 生 管 理 に つ い て は 、 十 分 な 注

意 を 払 い 事 故 の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 委 託 料 の 請 求 ）  

第 12条  乙 は 、 毎 月 10日 ま で に 、 前 月 中 に 搬 出 し た 分 を と り ま と め た 上 、 甲

の 確 認 を 得 て そ の 代 金 の 支 払 を 甲 に 請 求 す る も の と す る 。  

 

（ 委 託 料 の 支 払 ）  

第 13条  甲 は 、 前 条 に よ る 請 求 書 を 受 理 し た 日 か ら 30日 以 内 に 前 月 分 の 委 託

料 を 支 払 う も の と す る 。  

 

（ 甲 の 解 除 権 ）  

第 14条  甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 契 約 を 解 除 す る

こ と が で き る 。  

(1) 契 約 を 履 行 し な い と き 、 又 は 契 約 履 行 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ た と き 。  

(2) 関 係 法 令 、 規 則 等 に 違 反 し た と き 。  

(3) 前 各 号 の ほ か 、 契 約 に 違 反 し 、 契 約 の 目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認

め ら れ た と き 。  

(4) 乙 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き 。  

ア  役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 を 、 法 人 で あ る 場 合 に は そ の 役 員

又 は そ の 支 店 若 し く は 営 業 所 （ 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 ）

の 代 表 者 を い う 。 以 下 同 じ ） が 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 77 号 以 下 「 暴 力 団 対 策 法 」 と い う 。 ） 第

２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） で あ る

と 認 め ら れ る と き 。  
イ  暴 力 団 （ 暴 力 団 対 策 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 又 は 暴 力 団 員 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。  
ウ  役 員 等 が 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三

者 に 被 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 し た と 認

め ら れ る と き 。  
エ  役 員 等 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与

す る な ど 、 直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 及 び 運 営 に 協 力 し 、 又 は



関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。  
オ  役 員 等 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て

い る と 認 め ら れ る と き 。  
カ  役 員 等 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な が ら 、 こ れ を 不 当 に

利 用 す る な ど と 認 め ら れ る と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 は 、 乙 は 、 契 約 単 価 に 年 間 予 想  

委 託 量 を 乗 じ た 金 額 の 10分 の １ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 甲 の 指 定 す る  

期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 乙 の 解 除 権 ）  

第 15条  乙 は 、 甲 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 契 約 を 解 除 す る

こ と が で き る 。  

(1) 甲 が 委 託 料 の 支 払 を 遅 延 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 催 告 し て も な お 支 払 に

応 じ な い と き 。  

(2) 前 号 の ほ か 、 甲 が こ の 契 約 に 違 反 し 、 契 約 の 目 的 を 達 す る こ と が で き な

く な っ た と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 し た 場 合 、 業 務 の 履 行 部 分 に つ い て 甲 は 相  

当 と 認 め ら れ る 代 価 を 支 払 う も の と す る 。  

 

（ 契 約 の 解 除 ）  

第 16条  甲 又 は 乙 か ら こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 に 、 こ の 契 約 に 基 づ い て 甲 か

ら 引 き 渡 し を 受 け た 産 業 廃 棄 物 の 処 理 が 未 だ に 完 了 し て い な い も の が あ る

と き は 、 乙 又 は 甲 は 、 次 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

(1) 乙 の 義 務 違 反 に よ り 甲 が 解 除 し た 場 合  

乙 は 、 こ の 契 約 が 解 除 さ れ た 後 も 、 未 処 理 の 産 業 廃 棄 物 に 対 す る 処 理 責

任 が 免 れ な い こ と を 認 識 し 、 当 該 廃 棄 物 に 対 す る 処 理 業 務 を 自 ら 実 行 す る

か 、 又 は 甲 の 承 諾 を 得 た 上 で 、 同 一 事 業 区 分 の 許 可 を 有 す る 別 の 者 に 乙 の

費 用 負 担 を も っ て 行 わ せ な け れ ば な ら な い 。  

 (2) 甲 の 義 務 違 反 に よ り 乙 が 解 除 し た 場 合  

   乙 は 、 甲 に 対 し 、 甲 の 義 務 違 反 に よ る 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る と と も に 、  

乙 の も と に あ る 未 処 理 の 産 業 廃 棄 物 を 甲 の 費 用 負 担 を も っ て 引 き 取 る こ と

を 要 求 し 、 又 は 乙 の 費 用 負 担 に よ り 甲 の 事 業 場 に 運 搬 し た 上 で 、 甲 に 対 し 、

当 該 運 搬 に 要 し た 費 用 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

 

（ 履 行 遅 滞 の 場 合 に お け る 違 約 金 ）  

第 17条  乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 履 行 期 間 内 に 業 務 を 完 了 す る こ と が

で き な い 場 合 に お い て は 、 甲 は 、 違 約 金 の 支 払 い を 乙 に 請 求 す る こ と が で

き る 。  

２  前 項 の 違 約 金 の 額 は 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 沖 縄 県 財 務 規 則 第 109条 の 規 定 に

基 づ き 定 め ら れ た 率 の 割 合 で 計 算 し た 額 と す る 。  



３  前 項 の 違 約 金 は 、 契 約 代 金 支 払 の と き に 控 除 し 、 そ の 額 が 支 払 金 の 額 を

超 え る と き は 、 そ の 超 え る 額 を 徴 収 す る 。  

 

（ 疑 義 ）  

第 18条  こ の 契 約 に 定 め の な い 事 項 、 又 は 疑 義 に つ い て は 関 係 法 令 に よ る ほ  

か 必 要 に 応 じ て 甲 乙 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 19条  翌 年 度 に お い て 当 該 契 約 に 係 る 歳 入 歳 出 予 算 に つ い て 減 額 又 は 削 除  
が あ っ た 場 合 、 当 該 契 約 は 解 除 す る 。  


